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東京都議会保有個人情報開示・訂正・利用停止事務取扱要綱 

 

 令和 ８ 年 １ 月 16 日 付 ７ 議総第 994 号 

 

第１ 趣旨 

東京都議会の保有する個人情報の保護に関する条例（令和７年東京都条例第 147号。以下「条例」

という。）に定める自己を本人とする保有個人情報（以下「自己の保有個人情報」という。）の開示、

訂正及び利用停止の請求についての事務処理（以下「自己の保有個人情報の開示・訂正・利用停止事

務」という。）は、別に定めがある場合を除き、この要綱に定めるところにより行うものとする。 

 

第２ 自己の保有個人情報の開示・訂正・利用停止事務の窓口 

１ 自己の保有個人情報の開示・訂正・利用停止事務の窓口は、東京都議会公文書開示事務取扱要綱

（平成 11年 12月 28日付 11議総第 661号）第２「東京都議会情報公開コーナーの設置等」に定め

る東京都議会情報公開コーナー（以下「情報公開コーナー」という。）とする。 

２ 総務課で行う事務 

⑴ 自己の保有個人情報の開示・訂正・利用停止についての案内に関すること。 

⑵ 自己の保有個人情報の開示・訂正・利用停止事務についての連絡調整に関すること。 

⑶ 保有個人情報開示請求書（東京都議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程（令和７

年東京都議会議長告示第４号。以下「規程」という。）別記第１号様式。以下「開示請求書」とい

う。）、保有個人情報訂正請求書（規程別記第 14号様式。以下「訂正請求書」という。）及び保有個

人情報利用停止請求書（規程別記第 20号様式。以下「利用停止請求書」という。）の受付に関する

こと。 

⑷ 自己の保有個人情報の開示に関すること。 

３ 主務課で行う事務 

保有個人情報を取り扱う事務を主管する課（以下「主務課」という。）においては、原則として次

のことを行うものとする。 

⑴ 自己の保有個人情報の開示・訂正・利用停止についての案内に関すること。 

⑵ 主務課が保有する自己の保有個人情報に係る開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書の収

受に関すること。 

⑶ 開示・訂正・利用停止請求のあった自己の保有個人情報の検索に関すること。 

⑷ 開示・訂正・利用停止請求のあった自己の保有個人情報の開示決定等、訂正決定等及び利用停止

決定等に関すること。 

⑸ 条例第 27 条第１項及び第２項に規定する第三者に対し、意見書を提出する機会を与えること。 

⑹ 主務課における自己の保有個人情報の開示に関すること。 

４ 経理課で行う事務 

写しの交付に係る開示手数料及び郵送料（以下「開示手数料等」という。）の徴収に関すること。 

５ 受付時間 

窓口等における２から４までの事務に係る受付時間は、東京都の休日（東京都の休日に関する条例

（平成元年東京都条例第 10号）第１条第１項に規定する休日をいう。以下「休日」という。）を除く

日の午前９時から午後５時までの間とする。ただし、受付時間について別途定めのある場合はこの限

りでない。 

 

第３ 自己の保有個人情報の開示事務 

１ 案内 

⑴ 請求の内容の特定 

開示請求を行いたい旨の照会があった場合は、どのような自己の保有個人情報が知りたいのか

確認し、開示請求の手続を説明する。その際、当該内容が、開示請求として対応すべきものである

かを判断し、適切な対応に努めるものとする。 

⑵ 条例第 29条及び第 52条関係の確認 

法令等に保有個人情報の開示の方法に関し規定されている場合には、その定めるところによる
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ので、これに該当する保有個人情報であるかどうかを確認するものとする。 

条例第 52条に規定する場合には、条例に基づく開示請求の手続は適用しないので、これに該当

する保有個人情報であるかどうかを確認するものとする。 

なお、これらに該当する場合は、その旨を説明する等適切に対応するものとする。 

⑶ 開示請求の方法に係る留意事項 

開示請求は、条例第 19条により、開示請求書の提出により行うことと定められており、電子メ

ール、電話又は口頭による開示請求の場合は開示請求の提出があったとものとは認めない。 

２ 窓口等における開示請求書の受付 

条例第 18条の規定に基づく開示請求を受け付ける場合は、以下に留意する。 

⑴ 形式要件の確認 

開示請求者が保有個人情報の本人又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人若しくは本

人の委任による代理人（以下「代理人」と総称する。）であること及び提出された開示請求書につ

いて必要事項が記載されていることを確認する。 

⑵ 保有個人情報の本人又は代理人であることの確認 

ア 保有個人情報の本人であることの確認は、開示請求者が提出し又は提示する書類で行うが、そ

の書類とは、規程第 10条第１項に定める次の（ア）又は（イ）の書類である。（ア）又は（イ）

のいずれの書類に関しても、原則として一つの提出又は提示で足りるが、東京都議会議長（以下

「議長」という。）が本人確認を慎重に行う必要があると判断した場合には、（イ）に定める書類

は二つの提出又は提示を求めることとする。なお、当該書類は、提出又は提示の時点において有

効なものに限るものとする。 

（ア）顔写真付きの証明書等 

・ 個人番号カード 

・ 運転免許証 

・ 運転経歴証明書（交付年月日が平成 24年４月１日以降のものに限る。） 

・ 旅券 

・ 身体障害者手帳 

・ 精神障害者保健福祉手帳 

・ 療育手帳 

・ 在留カード 

・ 特別永住者証明書 

・ 官公署から発行若しくは発給された書類又はこれに類する書類であって、氏名及び出生

の年月日又は住所（以下「個人識別事項」という。）が記載され、かつ写真の表示その他の

当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識

別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして議長が適当

と認めるもの 

上記の「官公署から発行若しくは発給された書類…として議長が適当と認めるもの」として

は、外国人登録証明書など、官公署が発行等した写真付きの書類であって、氏名及び住所の記

載があるものである。 

（イ）顔写真なしの証明書等 

・ 国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療保険の資格確認書及び被保険者証

並びに介護保険の被保険者証 

・ 健康保険日雇特例被保険者手帳 

・ 国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の資格確認書及び組合員証 

・ 私立学校教職員共済制度の資格確認書及び加入者証 

・ 児童扶養手当証書 

・ 特別児童扶養手当証書 

・ 官公署及びこれに準ずる団体等から発行若しくは発給された書類又はこれに類する書類

であって議長が適当と認めるもの（個人識別事項の記載があるものに限る。） 

上記の「官公署及びこれに準ずる団体等から発行若しくは発給された書類…であって議長

が適当と認めるもの」としては、印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票の写し、母子健康手帳、

恩給証書、国税・地方税の領収書、納税証明書、公共料金の領収書など、官公署、公的企業又
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は公益法人が発行等した書類であって、個人識別事項の記載があるものである。ただし、提出

し又は提示した書類のいずれかは必ず住所の記載があるものでなければならない。 

イ 法定代理人による開示請求の場合 

（ア）未成年者の法定代理人による開示請求の場合 

未成年者の法定代理人による開示請求の場合にあっては自己を証明する書類とともに、代

理関係を確認するため、戸籍謄本その他の未成年者の法定代理人の資格を証明する書類を必

要とするものである。 

（イ）成年被後見人の法定代理人（成年後見人）による開示請求の場合 

成年被後見人の法定代理人（成年後見人）による開示請求の場合にあっては自己を証明する

書類とともに、後見登記等に関する法律（平成 11 年法律第 152 号）第 10 条に規定する登記

事項証明書その他の成年被後見人の法定代理人（成年後見人）の資格を証明する書類を必要と

するものである。 

（ウ）上記（ア）及び（イ）の法定代理人が法人である場合 

法定代理人が法人である場合は、上記登記事項証明書、家事事件手続法（平成 23年法律第

52号）第 47条が規定する家庭裁判所の証明書等が必要となるほか、提示又は提出を求める本

人確認書類の例としては、請求の任に当たる者（担当者）に係る上記アの書類に加えて、法人

の印鑑証明書（又は印鑑カード）及び当該印鑑証明書（又は印鑑カード）により証明される印

が押印された当該担当者へ委任する旨を記載した委任状（代表者本人が請求の任に当たる場

合は、委任状は不要）が必要とするものである。 

ウ 任意代理人による開示請求の場合 

任意代理人による開示請求の場合にあっては、自己を証明する書類とともに、代理関係を確認

するため、規程別記第２号様式の委任状に以下のいずれかの書類を添付して提出又は提示を求

めるものとする。 

（ア）当該委任状に押印された実印の印鑑登録証明書（ただし、開示請求の前 30日以内に作成さ

れたものに限る。） 

（イ）委任者の運転免許証、個人番号カード（ただし、個人番号通知カードは不可）等本人に対し

一に限り発行される書類の複写物 

任意代理人が開示請求をする場合は、その委任理由を確認し、また、提出又は提示された書

類を慎重に確認することや、必要に応じて請求者本人に電話連絡し委任の事実を確認するな

ど、任意代理人が開示請求者本人の意思に基づく委任を受けているかどうかを慎重に判断す

る。 

当該確認を踏まえ、なりすましや任意代理人と本人との間に利益相反が合理的に疑われる

場合には、条例第 20条第１項第１号による請求を拒否する旨の理由を付した不開示決定を行

う。 

エ 開示請求者が上記書類を提出又は提示せず、請求に係る保有個人情報の本人又は代理人であ

ることが確認できない場合は、補正として、相当の期間を定めて開示請求者に上記書類の提出又

は提示を求めるものとする。開示請求者が当該期間内に補正に応じないとき又は開示請求者に

連絡がつかないときは、条例第 20条第１項第１号による請求を拒否する旨の理由を付記した不

開示決定を行う。 

⑶ 死者に関する情報について 

死者に関する情報については、個人情報に該当しないため開示請求の対象とならないが、死者に

関する情報が同時にその遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個

人を本人とする開示請求の対象となる。死者に関する情報が、生存する個人に関する情報に該当す

るか否かは、当該情報の内容と当該個人との関係などを個別に検討して判断する必要がある。 

例えば、死者の相続財産等に関する情報から、遺族（相続人）を識別することができることとな

る場合、当該情報は死者に関する情報であると同時に、遺族に関する情報でもある。 

⑷ 保有個人情報の特定 

請求に係る保有個人情報については、主務課と十分連絡を取り合って、当該保有個人情報の存在

の有無の確認、内容等についての特定を行うこと。 

⑸ 開示請求書の記載についての留意事項 

ア 同一人から複数の開示請求があった場合は、「開示を請求する保有個人情報の内容」欄に記載
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することができる範囲で、１通の開示請求書により受け付けることができるものであること。 

イ 氏名を記載する箇所には、記名のほか押印は要しないものであること。 

⑹ 開示請求書の記載事項の確認 

ア 開示請求者の氏名（旧姓も可）及び住所又は居所は、開示請求者を特定し、決定通知書の送付

先を特定するために正確に記載してあること。また、連絡を行う際に必要になるため、電話番号

が記載してあること。 

代理人による請求の場合は、通常本人の氏名等を記載する箇所に代理人の住所又は居所、氏名

及び電話番号が記載してあること。なお、この場合、本人の氏名及び住所又は居所は、本人確認

等欄に記載してあること。 

当該代理人が法人であるときは、その名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地、その代

表者の氏名及び電話番号が記載してあること。 

イ 「開示を請求する保有個人情報の内容」欄は、開示請求の対象となる自己の保有個人情報を特

定するための欄であるから、当該自己の保有個人情報が特定できる程度に具体的に記載してあ

ること。 

各自の保有個人情報一覧表のようなものを作成すること自体が保有個人情報保護の趣旨に反

することになることから、都議会においては、そのような表を作成していない。したがって、「都

議会が保有する自己の個人情報全て」又は「○○課にある自己の保有個人情報の全て」という請

求内容では、保有個人情報を特定したことにはならない。 

（記載例） 

○○課の○○事務の○○台帳に載っている私の個人情報 

ウ 「求める開示の実施方法等」欄は、閲覧、視聴又は写しの交付のうちのいずれを希望するのか

が分かるように、ア又はイを丸で囲んであること。また、アを選択した場合は、実施の方法及

び希望日を記載してあること。 

エ 「本人確認等」欄は、開示請求者が本人、法定代理人又は任意代理人のいずれかが分かるよう

に記載してあるとともに、請求者本人確認書類、本人の状況等、法定代理人が請求する場合の提

示又は提出書類、及び任意代理人が請求する場合の提出書類について記載してあること。 

⑺ 開示請求書の補正 

開示請求書の必要事項の記載に漏れがある場合（不鮮明な記載又は意味不明な記載を含む。）や

保有個人情報の特定ができない場合には、その場で補正を求める。その場で補正することができな

い場合は、相当の期間を定めて開示請求者に補正を求めるものとする。開示請求者が当該期間内に

補正に応じないとき又は開示請求者に連絡がつかないときは、不開示決定を行う。 

⑻ 電話又は口頭による請求 

条例第 19 条は開示請求書を提出することを定めているので、電話又は口頭による開示請求は、

認めないものである。 

⑼ ファクシミリ又は電子メールによる開示請求 

ファクシミリ又は電子メールによる開示請求については、本人又は本人の代理人からの請求で

あることの確認手段が確立していないことから、認めないものである。 

⑽ 代理人による開示請求の場合で、当該代理人が複数存在するときの取扱い 

代理人による開示請求の場合で、当該代理人が複数存在するときは、請求は全ての者に認める

が、請求を行った者ごとに開示すれば足りるものである。 

３ 送付による開示請求書の受付 

送付による開示請求を受け付ける場合は以下に留意する。なお、２⑶から⑽までについては、前述

の例による。 

（郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規

定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定

する信書便（以下「郵便等」という。）による請求の場合の留意点） 

⑴ 形式要件の確認 

開示請求者が保有個人情報の本人又は代理人であること及び提出された開示請求書について必

要事項が記載されていることを確認する。 

⑵ 保有個人情報の本人又は代理人であることの確認 

郵便等により開示請求があった場合は、本人又は代理人からの請求であること及び送付を選ん
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だ理由について慎重に確認し、なりすましや利益相反が疑われる場合には、条例第 20条第１項第

１号による請求を拒否する旨の理由を付した不開示決定を検討する。 

具体的には、２⑵ア及びイに定める書類の写し、及び住民票の写し（ただし、開示請求の前 30

日以内に作成されたものに限る。）を送付させる必要がある。また、本人確認に疑義が生じた場合、

本人に対して、電話等で請求の意思の確認を行うこととする。確認後、提出を受けたこれらの書類

及び委任状は、当該請求者に返却するものとする。 

受付日は、当該開示請求書が窓口等に到達した日とする。 

なお、開示請求に係る保有個人情報が特定できない場合や当該開示請求書に不備がある場合又

は本人若しくは代理人からの請求であることの確認ができない場合は、相当の期間を定めて開示

請求者に補正を求めるものとする。 

４ 開示請求書を受け付けた場合の説明等 

開示請求書を受け付けた場合は、開示請求書に受付年月日及び受け付けた窓口又は主務課名を記

載（収受印の押印で代えることができる。）した後に開示請求書の写しを作成し、当該開示請求書の

写しを開示請求者に交付する（ただし、送付による請求の場合を除く。）とともに、次の事項につい

て説明するものとする。 

⑴ 条例第 25 条第１項の規定にかかわらず、開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して 14 日

（休日を含む。）以内に開示決定等を行うよう努めること。また、その旨の通知に１日から２日程

度を要すること。当該通知日と保有個人情報を開示する日は異なること。 

⑵ 開示請求書を受け付けた場合は、前記⑴の期間内に処理するよう努めることとするが、議長は、

条例第 25 条第１項に基づき開示請求があった日の翌日から起算して 30 日以内に開示決定等をす

る義務があるため、特段の支障がある場合には、当該期間内に開示決定等を行う。やむを得ない理

由があるときは、30日の期間を 60日を超えない範囲で延長することがあり、その場合は、その旨

を開示請求者に対し通知すること。 

⑶ 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から 60日以内にそ

の全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるとき

は、60日を超えて開示決定等を行う場合があること。その場合は、開示請求があった日から 30日

以内にその旨の決定をし、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき 60 日以内に、

残りの保有個人情報については 60日を超えて開示決定等を行う旨を通知すること。 

⑷ 自己の保有個人情報の開示を実施する場合、保有個人情報開示決定通知書（規程別記第５号様

式）により通知すること。 

⑸ 開示請求で、写しの交付が必要な場合、写しの交付に係る開示手数料等は、請求者の負担となる

こと。 

５ 受付後の開示請求書の取扱い 

受け付けた開示請求書は次のとおり取り扱うものとする。 

⑴ 決定期間の起算日 

開示請求書を受け付けた日を、条例第 25条第１項に規定する開示請求があった日として取り扱

うものとする。したがって、その翌日が決定期間の起算日となる。 

なお、開示請求書又は保有個人情報の本人若しくは代理人であることの確認において補正を求

めた場合にあっては、当該補正を求めた日の翌日から当該補正が完了した日までの日数は、決定期

間に算入しない。 

⑵ 開示請求書の送付 

開示請求書を受け付けた場合は、総務課で開示請求書の写しを作成し保管するとともに、開示請

求書を主務課に送付すること。 

６ 開示決定等の事務 

⑴ 請求に係る保有個人情報の内容の検討 

ア 東京都議会議会局文書管理規程（平成 11年東京都議会議長告示第５号）に定める手続に基づ

き、開示請求書に収受印を押印するとともに、文書総合管理システムに文書管理事項を登録す

る。 

イ 開示請求に係る保有個人情報について、条例第 20条各号等に該当するかどうかを検討し、ま

た、必要に応じて関係部署に協議する。 

ウ 特段の支障がない限り、開示請求があった日の翌日から起算して 14日以内に開示等の決定が
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できるよう努めるものとする。 

⑵ 決定期間の延長 

ア 開示請求書が到達した日の翌日から起算して 14日以内に決定をすることができないことが見

込まれる場合、決定をするために必要となる合理的期間を精査すること。 

精査の結果、開示請求があった日から 30 日以内に開示決定等をすることができないときは、

開示請求があった日から 30日以内に当該期間を延長する旨の決定をし、開示請求者に対し、速

やかに開示決定等期限延長通知書（規程別記第７号様式）によりその旨を通知する。なお、延長

後の決定期間は、事務処理上必要な限度で適正な期間を設定する。また、「延長の理由」欄には、

延長する理由をできるだけ具体的に記載するものとする。 

イ 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から 60日以内に

その全てについて開示決定等をすることにより事務の適正な遂行に著しい支障が生じるおそれ

があると判明したときは、開示請求があった日から 30 日以内に条例第 26 条第１項を適用する

旨の決定をし、開示請求者に対して、開示決定等期限特例延長通知書（規程別記第８号様式）に

より、同項を適用する理由、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき開示決定等

をする期間、残りの保有個人情報について開示決定等をする期限等を通知する。また、同項を適

用する理由は、できるだけ具体的に記載するものとする。 

なお、同項を適用する場合は、延長の理由等について、総務課長に協議するものとする。 

⑶ 開示請求者以外のものの情報等の取扱い 

開示請求のあった自己の保有個人情報に、当該開示請求者以外のものに関する情報が含まれて

いる場合であって、必要と認めるときは、慎重かつ公正な開示決定等をするため、第６「第三者に

関する情報の取扱い」により処理するものとする。 

⑷ 未成年者の代理人による開示請求の取扱い 

ア 総務課又は主務課は、満 15歳以上の未成年者の代理人による開示請求があった場合は、必要

に応じて、速やかに未成年者本人に対し、当該開示について同意するか否かを確認するものとす

る。この場合、開示請求書の写しとともに同意を確認するための文書（以下「確認書」という。）

を当該未成年者本人に送付する。 

確認書の返送は、受け取った日から１週間以内に行うよう、本人に対し求めるものとし、返送

に要する費用は、総務課又は主務課が負担するものとする。 

イ 主務課は、原則として本人の意思に基づき、開示・不開示の判断を行うものとする。 

⑸ 協議等 

ア 開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否すると

き及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときの決定を含む。）をするに当たっては、

総務課長及び関係部課長に協議するものとする。ただし、別に定める定型的・簡便な事案の場合、

総務課長への協議は不要とする。 

イ 条例第 24条第３項により、開示決定等に当たって、東京都議会情報公開推進委員会（以下「推

進委員会」という。）の意見を求める場合は、総務課長に対し、推進委員会への当該事案の付議

手続を依頼する。この場合は、併せて、条例第 25条第２項による決定期間の延長を行うものと

する。 

⑹ 他の制度との調整等により条例を適用しない保有個人情報の取扱い 

開示請求に係る保有個人情報が条例第 29 条又は第 52 条に該当するため、条例を適用しない保

有個人情報である場合は、不開示決定を行う。 

⑺ 保有個人情報開示決定通知書の記載要領 

開示決定等の通知書を作成する場合は、次のように取り扱うものとする。 

ア 「開示する保有個人情報（全部開示・部分開示）」欄 

保有個人情報が全部開示されるのか、部分開示されるのかについて該当する箇所にチェック

をする。開示する保有個人情報については「保有個人情報開示請求書」に記載された「開示を

請求する保有個人情報」により特定し、開示決定（部分開示を含む。）を行った保有個人情報

の名称等を正確に記載する。 

具体的には、請求に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称、記録されている公文書等（台帳、

帳票等）の名称、文書番号等を記載すること。 

（記載例） 
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○○事務のために○○台帳に記載されているあなたの保有個人情報 

この場合、１通の開示決定等の通知書に複数の請求に係る保有個人情報の内容を記載するこ

とができること。 

イ 「不開示とした部分とその理由」欄 

保有個人情報の一部を不開示（部分開示）とする場合は、不開示とした部分とその理由をでき

る限り、専門的な知識を有しない人にも十分理解できるよう、分かりやすく具体的に記載する。

複数の不開示事由に該当する場合には、該当する不開示条項ごとにその理由を記載する。 

全部開示する場合は「無し」と記載する。 

また、本決定は、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）による審査請求又は行政事件訴訟

法による取消訴訟の対象となるので、その旨教示する。 

ウ 「開示する保有個人情報の利用目的」欄 

条例第４条第１項の規定に基づき特定した利用目的を記載する。 

具体的には条例第 17条第４項に基づく保有個人情報を取り扱う事務を記載した帳簿（登録簿）

の「保有個人情報を取り扱う事務の目的」に記載している内容を記載する。 

なお、条例第５条第２号又は第３号に該当するため利用目的を記載できない場合には、本欄に

「条例第５条第２号に該当」又は「条例第５条第３号に該当」と記載する。 

エ 「開示の実施の方法等」欄 

（ア）開示の実施の方法 

開示決定した保有個人情報について、実施することができる「開示の実施の方法」等を全て

記載する。 

（イ）議会局における開示を実施することができる日時及び場所 

日時については、開示を受ける者の申出期間を考慮するなど、適切に設定する。場所につい

ては、明確に記載する。 

（記載例） 

日時：○月△日から○月△日（土・日曜日、祝祭日を除く。）、9:00～17:00（昼休み 12:00

～13:00を除く。） 

場所：都議会議事堂４階北側総務課執務室 

新宿区西新宿２-８-１ 

（ウ）写しの送付を希望する場合の準備日数、送付に要する費用 

写しの送付を行う場合の準備日数を、例えば「開示の実施の方法等に係る申出書の提出があ

った日から○日後までに発送」のように、開示請求者に送付される時期の目途が分かるように

記載する。 

送付に要する費用（見込額）については、自己を本人とする保有個人情報が記録されている

公文書の写しを送付する場合の送付に要する費用（見込額）を記載する。なお、公文書の写し

の送付に要する費用の納付については、開示請求者が、郵便切手を議長に送付する方法又は議

長が認める方法により行う。 

（エ）備考 

上記（ア）から（ウ）までについては、別途開示請求者と調整して記載することもできる。 

開示請求者の希望が写しの送付による場合で、開示の実施も写しの送付となる場合は、開示

実施方法等申出書は不要とすることもできる。その場合、「申出書不要」と記載し、「※ 上記

の日時…申し出てください。」を二重線で消すものとする。 

（オ）連絡先 

担当部署名及び電話番号を記載すること。 

（記載例） 

議会局○○部○○課 03-〇○○○-〇○○○ 

（内線○○-〇〇〇） 

⑻ 保有個人情報不開示決定通知書の記載要領 

ア 「開示請求に係る保有個人情報の名称等」欄 

開示請求のあった保有個人情報の名称等を記載する。 

イ 「開示をしないこととした理由」欄 

開示をしないこととした理由欄は、当該決定を不服として審査請求又は訴訟の提起により救
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済を求めるための便宜を図るものであるため、該当する不開示理由は全て記載する。 

該当する不開示条項及び当該不開示条項を適用する理由について、専門的な知識を有しない

人にも十分理解できるよう、分かりやすく記載する。複数の不開示事由に該当する場合には、該

当する不開示条項ごとにその理由を記載する。 

なお、保有個人情報の不存在を理由として不開示決定を行う場合は、開示請求者が開示を求め

ている保有個人情報が都議会に存在しない理由を十分に明記する。また、存否応答拒否をする場

合は、開示請求に係る保有個人情報が仮に存在した場合に適用することとなる不開示条項及び

当該保有個人情報の存否を明らかにすることが不開示情報を開示することになる理由を記載す

る。 

ウ 存否応答拒否をする場合の留意事項 

開示請求に係る保有個人情報が存在しない場合には不存在を理由として不開示決定をし、存

在する場合には存否応答拒否をしたのでは、存否応答拒否をする場合は当該保有個人情報が存

在することを開示請求者に推測されることとなる。したがって、存否応答拒否をする場合は、開

示請求の内容に十分注意し、実際の保有個人情報の有無を問わず存否応答拒否をする必要があ

ることに留意する。 

なお、不開示とする理由及びその記載例は、次のとおりとする。 

（ア）不開示に該当する場合 

（例） 開示請求のあった保有個人情報は、条例第 20条第３号イに該当し、開示することによ

り、当該法人の競争上の地位を害するおそれがあるため、不開示とした。 

（イ）不存在の場合 

（例） 開示請求のあった保有個人情報は、○年○月○日に文書保存期間（○年）が経過したの

で廃棄したため、不開示とした。 

（ウ）開示請求書に形式上の不備がある場合 

（例） 開示請求のあった保有個人情報は、保有個人情報の特定がされていないことから不開示

とした。 

（エ）存否応答拒否をする場合 

 （例） 開示請求に係る保有個人情報についてその存否を答えることは、〇〇において〇〇が行

われているか否かを明らかにするものであり、条例第 20条第〇号に規定する不開示情報

を開示することとなるため、条例第 23条の規定に基づき開示請求を拒否する。 

（オ）「本件連絡先」 

担当部署名及び電話番号を記載すること。 

（記載例） 

議会局○○部○○課 03-○○○○-○○○○ 

（内線○○-〇〇〇） 

⑼ 開示実施方法等申出書の記載要領 

開示実施方法等申出書（以下「申出書」という。）を作成する場合は、次のように取り扱うもの

とする。 

ア 「保有個人情報開示決定通知書の番号等」欄 

保有個人情報開示決定通知書に記載のある文書番号及び日付を記載する。 

イ 求める開示の実施方法の「開示請求に係る保有個人情報の名称等」欄 

保有個人情報開示決定通知書の「開示する保有個人情報」欄に記載した名称と同じ名称等を記

載する。 

ウ 「申出書提出先」欄 

担当部署名及び電話番号を記載すること。 

（記載例） 

議会局○○部○○課 03-○○○○-○○○○ 

（内線○○-〇〇〇） 

エ 別紙保有個人情報の開示（写しの交付）申込書兼領収書について 

写しの交付の場合、必要事項（文書番号、個人情報の内容、開示の方法、金額、宛先及び主管

部課（所）名）を記載する。 

オ 開示実施方法等申出書についての主な確認事項 
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（ア）求める開示の実施の方法 

求める開示の実施の方法は、開示決定通知書で提示した方法のうちから選択されているこ

とを確認する。開示決定通知書で提示した方法以外の方法を記載している場合には、申出を

した開示請求の本人又は代理人（以下「申出人」という。）に連絡を取り、開示の実施の方法

を確定する。また、開示決定に係る保有個人情報について部分ごとに異なる開示の実施の方

法を求めている場合には、それぞれ求める部分が明確になっているかについて確認する。 

（イ）開示の実施を求める部分の特定 

開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求めている場合で、「○○に関

連する部分」などのように開示の実施を求める部分が不明確な記載となっているときには、

申出人に対して、開示の実施を求める部分を明確にするよう求める。 

（ウ）開示の実施を希望する日 

議会局における開示の実施を希望する日については、開示決定通知書で提示した日のうち

から選択されていることを確認する。選択した日が複数ある場合や提示した日以外の日を記

載している場合には、申出人に連絡を取り、実施日を確定する。 

（エ）写しの送付の希望日 

写しの送付を求める旨が記載されている場合には、送付に要する費用として開示決定通知

書に記載された額が納付されているか（当該額の郵便切手が添付されているかなど）を確認

する。 

（オ）開示の実施の方法等の申出 

開示を受ける者は、開示決定通知があった日から原則として 30 日以内に開示の実施の方

法等を書面により議長に申し出ることになる。この場合の 30 日とは、開示を受ける者が議

長の発出した開示決定通知書を受け取った日の翌日から起算して 30 日以内に、当該申出書

を投かん等すれば足りる。 

議長が郵送により開示決定通知書を発出する場合には、一般的に当該通知があったことを

知り得る状態になるのは、日本国内であれば、開示決定通知書の発出からおおよそ２から３

日後と考えられることから、その日が「通知があった日」に当たるものと考えられる。 

（カ）申出に当たっての注意事項 

申出人は、30日の申請期間内に申出をすることができなかったことについて、災害や病気

療養中等の正当な理由がある場合には、30日経過後であっても申し出ることができる。 

30日経過後の申出があった場合には、期間内に申出が出来なかったことについての正当な

理由の有無を審査し、正当な理由があると認めるときは開示をする。 

⑽ 保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報不開示決定通知書の送付 

ア 開示決定又は不開示決定をした場合は、遅滞なく保有個人情報開示決定通知書又は保有個人

情報不開示決定通知書を作成し、これを遅滞なく開示請求者に送付すること。 

開示決定通知書を送付する際には、開示実施方法等申出書を同封する。 

申出人が写しの送付を希望している場合、申出書とともに申出書の別紙を送付するものとす

る。 

なお、申出書の別紙については、保有個人情報の開示（写しの交付）申込書と、領収書が一体

となっているため、申出人から必要事項を記載してもらい提出してもらうものとする。 

イ 開示決定等の通知書の写しを総務課に送付すること。 

７ 保有個人情報の開示の方法 

⑴ 閲覧の方法 

ア 保有個人情報が記録された文書、図画又は写真については、これらの原本又はその写しを指

定の場所で閲覧に供することにより行うものとする。 

イ 保有個人情報が記録された電磁的記録（ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が

記録された電磁的記録を除く。）については、紙に出力したものを指定の場所で閲覧に供するこ

とにより行うものとする。ただし、画面のハードコピー（画面に表示されている状態を、その

まま印刷する機能を用いて出力したものをいう。以下同じ。）による閲覧は行わない。 

ウ 保有個人情報が記録された公文書の一部を閲覧に供する場合は、あらかじめ当該公文書の写

しを作成し、当該写しの記載事項のうち、閲覧に供することができない部分をその他の部分と

明確に区分できると議長が判断する方法で塗りつぶした状態で閲覧に供する等の方法により行
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うものとする。 

エ 当該保有個人情報の開示請求時に開示請求者から、カメラ、デジタルカメラ、カメラ付き携

帯電話、ビデオカメラ、携帯複写機、スキャナその他これらに類する機器（以下「カメラ等」

という。）による撮影、複写又は読み取り（以下「撮影等」という。）の申出があったときは、

撮影等に必要なカメラ等、什器、電源等を持参する場合に限り使用を認めるものとする。ただ

し、閲覧時に、カメラ等を当該公文書の撮影等以外に使用した場合その他事務上相当な理由が

ある場合は、その使用の中止を命ずることができる。 

⑵ 視聴の方法 

ア 保有個人情報が記録されたフィルムについては、映写機、再生機器等の通常の用法により行う

ものとする。 

イ 保有個人情報が記録された電磁的記録の視聴について、容易に対応できるときは、再生機器等

の通常の用法又はディスプレイに出力したものにより行うものとする。 

ウ 保有個人情報が記録された公文書の一部を視聴に供する場合は、視聴に供することができる

部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ当該分離により開示請求の趣旨が

損なわれることがないと認めるときに、視聴に供することができない部分を除いて、当該公文書

を視聴に供する等の方法により行うものとする。 

⑶ 写しの交付の方法 

保有個人情報の写しの交付は、おおむね次の方法により行うものとする。 

ア 保有個人情報が記録された文書、図画又は写真の写しの交付の方法 

（ア）文書、図画又は写真については、原則として複写機により、当該文書、図画又は写真の写し

を作成して、これを交付するものとする。 

また、開示請求者から申出があった場合は、光ディスク（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒをいう。

以下同じ。）その他の電磁的記録媒体に複写したものを交付することができる。 

（イ）開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書が多色刷りの場合にあっては、開示請求者

から申出があったときは、多色刷りに対応した複写機により当該公文書の写しを作成して、こ

れを交付することができる。 

（ウ）写しの作成は、保有個人情報が記録された公文書の原寸により行うものであるが、開示請求

者から申出があった場合で、複写作業に著しい支障を来さないと議長が認めたときは、Ｂ５判、

Ａ４判、Ｂ４判又はＡ３判のいずれかの規格に拡大又は縮小することにより写しを作成し、交

付することができるものとする。ただし、複数ページの保有個人情報が記録された文書等を合

成して、１枚の写しを作成することはしない。 

（エ）開示請求者から申出があった場合は、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書を破

損し、又は汚損するおそれがないと議長が認めたときに限り、用紙の両面に写しを作成し、交

付することができるものとする。 

イ 保有個人情報が記録されたマイクロフィルムの写しの交付の方法 

マイクロフィルムについては、Ａ３判までの用紙に印刷したものを交付するものとする。 

ウ 保有個人情報が記録されたフィルム（マイクロフィルムを除く。）の写しの交付の方法 

（ア）フィルム（映写機、再生機器等を用いるものを除く。） 

当該フィルムを印画紙に印画して行うことを原則とし、開示請求者から申出があった場合

で技術的に可能であるときは、フィルム又は光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写した

ものを交付することができる。 

（イ）映写機、再生機器等を用いるフィルム 

当該フィルムを光ディスクに複写して行うことを原則とし、開示請求者から申出があった

場合で技術的に可能であるときは、フィルム又はビデオテープその他の電磁的記録媒体に複

写したものを交付することができる。 

（ウ）フィルム（マイクロフィルムを除く。）の写しの交付を行う場合、開示請求者に当該処理に

要する費用の概算額の前納を求めた上で、外部委託を行う。当該処理に要する委託費等につい

ては、その見積額をもって概算額とし納入通知書を発行する。納付確認後委託契約を行い、当

該写しの作成の終了後、委託契約額をもって確定額とし精算する。 

（エ）歳入科目は、次のとおりとする。 

（款）諸収入 （項）雑入 
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（目）雑入  （節）雑入 

エ 保有個人情報が記録されたビデオテープ又は録音テープの写しの交付の方法 

（ア）ビデオテープ又は録音テープについては、原則として現有の録画再生機器又は録音再生機器

等を用いて作成した複製物を交付するものとする。 

複製物の作成に当たっては、ビデオテープはＶＨＳ規格・120分、録音テープ（カセットテ

ープ）はノーマルタイプ・90分のものを使用するものとする。 

（イ）開示請求者から申出があった場合で容易に対応できるときは、光ディスクその他の電磁的記

録媒体に複写したものを交付することができる。 

なお、写しの作成に際し、特別の処理が必要な場合には、開示請求者に当該処理に要する費

用等の概算額の前納を求めた上で、外部委託等を行う。 

特別の処理とは、写しを作成するために必要な処理であって、議会局が現有する機器、技術

等による対応が困難であり、外部委託等を行うことにより処理することが相当であるものを

いう。 

当該処理に要する委託費等については、その見積額をもって概算額とし、納入通知書を発行

する。納付確認後委託契約を行い、当該写しの作成の終了後、委託契約額をもって確定額とし

精算する。 

歳入科目は、次のとおりとする。 

（款）諸収入 （項）雑入 

（目）雑入  （節）雑入 

（ウ）ビデオテープ又は録音テープの一部の写しの交付は、不開示情報に係る部分を無録画及び無

録音状態にする等、不開示部分の位置や大きさが判別できるようにし、不開示情報を除いた部

分の写しを作成することにより行うものとする。 

オ 保有個人情報が記録されたビデオテープ又は録音テープ以外の映像又は音声が記録された電

磁的記録の写しの交付の方法 

（ア）ビデオテープ又は録音テープ以外の映像又は音声が記録された電磁的記録については、光デ

ィスクその他の電磁的記録媒体に複写したものを交付するものとする。 

なお、写しの作成に際し、特別の処理が必要な場合、当該処理に要する費用については、前

記エ（イ）と同様に取り扱うものとする。 

（イ）ビデオテープ又は録音テープ以外の映像又は音声が記録された電磁的記録の一部の写しの

交付は、前記エ（ウ）と同様に行うものとする。 

カ 保有個人情報が記録された電磁的記録（ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が

記録された電磁的記録を除く。）の写しの交付の方法 

（ア）電磁的記録の写しの交付は、保有個人情報に係る部分を紙に出力したものの交付（ただし、

画面のハードコピーの交付は行わない。）又は現有の機器等で容易に対応できるときは、保有

個人情報に係る部分を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付により行う

ものとする。 

（イ）電磁的記録に記録された保有個人情報の一部開示は、次のとおり取り扱うものとする。 

ａ 紙に出力して開示するものについては、紙の文書と同様の処理を行うものとする。ただ

し、処理の過程において、次のｂ又はｃの方法によることが事務処理上効率的であると認

められるものについては、その方法によることができる。 

ｂ データで開示するものについては、不開示となる部分を記号等に置換する処理を行う。 

ｃ データベース等置換処理が困難なデータについては、不開示とするデータ項目を削除又

は出力しないこととした上で、ファイルレイアウト等によりデータの存在を示し、当該項

目について不開示とする旨を付記する。 

ｄ 置換又は削除処理することにより、開示するデータの内容が変更される（関数、乗率、

係数等でその後の計算がエラーとなるようなデータ等）場合は、紙による一部開示で対応

するものとする。 

⑷ 開示をする場合の注意事項 

開示請求に係る保有個人情報に、不開示情報に係る部分がある場合は、当該部分をその他の部分

と明確に区分できると議長が判断する方法で塗りつぶす等の処理をした上で、開示するものとす

る。 
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開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書に、当該保有個人情報以外の記載部分がある

場合は、当該部分を白色で塗りつぶして枠で囲み、当該部分は、開示請求者の保有個人情報ではな

い旨明記する等の処理をした上で、開示するものとする。 

⑸ 視覚障害者への対応 

開示請求者から、開示請求時に申出があった場合で、容易に対応が可能であるときは、開示請求

に係る保有個人情報について、パーソナルコンピュータのアプリケーションを用いて点字又は音

声情報に変換し、開示することができる。 

⑹ 情報処理システムで処理されている保有個人情報の取扱い 

ア 汎用機等を利用した情報処理システムで処理されている保有個人情報の開示については、原

則として前記⑴イ及び⑶カによるものとする。 

なお、写しの作成に際し、特別の処理が必要であって、議会局が当該処理を行うことが相当で

あると認める場合には、当該特別の処理に要する費用を実費として徴収することとし、原則とし

てその概算額を前納させるものとする。 

イ 前項の特別の処理に要する委託費等については、その見積額をもって概算額とし、納入通知書

を発行する。納付確認後契約を行い、当該処理完了後委託契約額をもって確定額とし精算する。 

ウ 歳入科目は、次のとおりとする。 

（款）諸収入  （項）雑入 

（目）雑入   （節）雑入 

８ 窓口等における保有個人情報の開示の実施事務 

⑴ 日時及び場所 

請求に係る保有個人情報の開示は、あらかじめ開示決定通知書で日時及び場所を提示し、提示し

た日時のうち、申出書により開示請求者が指定した日時で実施するものとする。 

また、申出書により開示請求者が指定した日時及び場所で実施することが困難なときは、開示請

求者に電話連絡等をして日時及び場所を調整した上で実施するものとする。 

開示に当たっては、開示請求者のプライバシーの侵害にならないよう、開示する場所に囲いをす

るなどの配慮をするものとする。 

⑵ 主務課及び総務課の職員の立会い 

開示を実施するときは、原則として主務課及び総務課の職員が立ち会うものとする。 

⑶ 開示決定の通知書の提示 

開示を実施する際には、開示請求者に対して、開示決定の通知書を提示するよう求めるものとす

る。 

また、開示請求の際の本人又は代理人の確認と同様の方法により、開示請求者が請求に係る保有

個人情報の本人又は代理人であることの確認を行う。 

代理人は、開示の実施を受ける前にその資格を喪失したときには、開示の実施を受けることがで

きない。そこで、代理人に対して開示の実施を行う場合には、代理人としての資格を喪失していな

いことの確認を十分に行うこととする。 

⑷ 開示決定内容の確認 

開示決定の通知書に記載された保有個人情報と開示を受けようとする保有個人情報とが一致す

ること、開示の方法並びに写しの交付を行う場合はその数量及び写しの作成箇所等を、開示請求者

に対し確認するものとする。 

⑸ 保有個人情報の開示（写しの交付）申込書の提出 

対象保有個人情報を確認した後に、写しの交付が必要な開示請求者に対して、所要事項を記載し

た保有個人情報の開示（写しの交付）申込書（規程別記第 13号様式の別紙）の提出を求めるもの

とする。 

⑹ 開示手数料の納入 

保有個人情報の開示（写しの交付）申込書の提出があった場合には、開示手数料の金額を告知し、

現金による納入を求めた後、領収書を交付するものとする。 

⑺ 写しの交付 

写しの交付は、開示請求者が開示手数料を納入した後に行う。 

⑻ 指定日時以外の開示の実施 

開示請求者が申出書により指定した日時に来庁しなかった場合は、開示請求者に電話連絡等を
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して日時を調整した上で実施するものとする。 

⑼ 開示に当たっての注意事項 

閲覧又は視聴を実施するに当たって、開示請求者が、保有個人情報が記録された公文書を汚損

し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報が

記録された公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。 

⑽ 保有個人情報の開示（写しの交付）申込書の保存 

保有個人情報の開示（写しの交付）申込書は、保有個人情報の開示をした主務課において保存す

る。 

９ 郵便等による写しの交付事務 

郵便等で保有個人情報の写しの交付を行う場合には、開示請求書に記載されている住所又は居所

宛てに送付する。この場合、送付先の確認を十分行い、本人限定受取留等の適切な送付手段により送

付すること。具体的な手続は、原則として以下のいずれかの方法によるものとする。 

⑴ 郵便等による写しの交付の手続 

郵便等により写しの交付を行う場合は、必要事項を記載した開示決定通知書、申出書及び保有個

人情報の開示（写しの交付）申込書（申出書の別紙）を開示請求者に送付する。開示請求書により

開示請求者が写しの送付を希望した場合において、開示決定を行い、写しの送付を行うこととした

場合は、開示請求者と納付方法の調整を行う。納付方法については、以下のとおり対応するものと

する。 

ア 現金書留で納付を行う場合 

開示請求者に開示決定通知書、申出書及び開示手数料等の額及び郵便等による送付に要する

費用が記載された保有個人情報の開示（写しの交付）申込書を送付し、開示請求者から当該開示

手数料及び郵便等による送付に要する費用の納付並びに保有個人情報の開示（写しの交付）申込

書の送付を受けた後、領収書及び当該写しを送付する。 

イ 郵便為替で納付を行う場合 

開示請求者に開示決定通知書、申出書並びに開示手数料等の額及び郵便等による送付に要す

る費用が記載された保有個人情報の開示（写しの交付）申込書を送付し、開示請求者から当該開

示手数料及び郵便等による送付に要する費用の納付並びに保有個人情報の開示（写しの交付）申

込書の送付を受けた後、領収書及び当該写しを送付する。この場合、議長は金銭出納員の氏名を

あらかじめ開示請求者に示し、その氏名が受領人欄に記載された為替を開示請求者から受け取

るものとする。 

ウ 納入通知書で納付を行う場合 

開示請求者に開示決定通知書、申出書、納入通知書並びに開示手数料等の額及び郵便等による

送付に要する費用が記載された保有個人情報の開示（写しの交付）申込書を送付し、開示請求者

から保有個人情報の開示（写しの交付）申込書の送付を受ける。 

エ 開示手数料分の現金及び郵便等による送付に要する費用を収受した後、領収書と当該写しを

送付する。 

⑵ 返送の催告等 

郵便等による写しの交付を希望し、相当の期間内に開示手数料及び郵便等による送付に要する

費用の納付並びに保有個人情報の開示（写しの交付）申込書の送付がない場合は、相当の期間を定

め、開示請求者に送付の催告を行う。開示請求者がこの催告に応じない場合は、書面により開示の

日時及び場所を指定して再度催告を行う。 

10 開示手数料の徴収事務 

⑴ 開示手数料の収入主管課等 

開示手数料は、経理課が次の歳入科目により調定する。 

（款）使用料及手数料   （項）手数料 

（目）諸手数料      （節）情報公開 

⑵ 写しを交付する場合の開示手数料の計算方法等 

ア 開示手数料については、東京都情報公開事務取扱要綱（平成 11年 12月 27日 11政都情第 389

号）別表を参考とすること。 

イ 写しの交付の際、用紙の両面に写しを作成し、交付する場合においては、片面を１枚として計

算する。 
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ウ Ａ３判を超える規格の用紙を用いて写しを交付した場合であって、換算の結果、端数が生じた

ときは端数を切り捨てるものとする。 

換算の方法は、Ａ３判との面積の比率により行う。 

⑶ 費用の徴収 

ア 光ディスク以外の媒体に複写した場合は、その購入価格を実費として徴収する。 

イ フィルム（マイクロフィルムを除く。）の写しの交付において写しの作成に要する費用は委託

契約額を実費として徴収する。 

ウ 電磁的記録の写しの交付において特別の処理に要する費用は委託契約額等を実費として徴収

する。 

エ 徴収した費用は、経理課が次の歳入科目により調定する。 

（款）諸収入   （項）雑 入 

（目）雑 入   （節）雑 入 

⑷ 開示手数料の照会への対応 

開示請求者から事前に開示手数料について照会があった場合は、当該金額を明示するものとす

る。 

⑸ 上記⑵の開示手数料の徴収 

上記⑵の開示手数料を徴収する場合は、その旨の決定をし、納入通知書により当該開示請求者に

請求する。 

⑹ 条例第 30条第２項の取扱い（減免）について 

開示請求者は、開示手数料の減免を請求する場合は、特別の理由があることを証明する書類等を

提出するとともに書面により行う。この結果、減免の事由に該当することが証明されたときは、東

京都会計事務規則（昭和 39年東京都規則第 88号）等に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

第４ 自己の保有個人情報の訂正事務 

１ 案内 

⑴ 請求の内容の特定 

訂正請求を行いたい旨の照会があった場合は、どのような自己の保有個人情報を訂正したいの

か確認し、訂正請求の手続を説明する。その際、当該内容が、訂正請求として対応すべきものであ

るかを判断し、適切な対応に努めるものとする。 

また、訂正請求をするためには、当該保有個人情報について、条例又は他の法令の規定による開

示を受けていることが必要であるので、その旨を説明する。 

⑵ 条例第 31条第１項ただし書についての確認 

他の法令等に保有個人情報の訂正に関し規定されている場合には、その定めるところによるの

で、条例による訂正請求は認められない。これに該当する保有個人情報であるかどうかを確認する

ものとする。 

なお、これに該当する場合は、その旨を説明する等適切に対応するものとする。 

２ 窓口等における訂正請求書の受付 

条例第 31条の規定に基づく訂正請求を受け付ける場合は、以下に留意する。 

⑴ 形式要件の確認 

訂正請求者が保有個人情報の本人又は代理人であること、当該保有個人情報について当該訂正

請求者が条例又は他の法令の規定による開示決定を受けていること、提出された訂正請求書につ

いて必要事項が記載されていること等を確認する。 

⑵ 保有個人情報の本人又は代理人であることの確認 

保有個人情報の本人又は代理人であることの確認は、訂正請求においても、開示請求を受け付け

るときと同様の方法で行うものである。 

訂正請求者が上記書類を提出又は提示せず、請求に係る保有個人情報の本人又は代理人である

ことが確認できない場合は、補正として、相当の期間を定めて訂正請求者に上記書類の提出又は提

示を求めるものとする。訂正請求者が当該期間内に補正に応じないとき又は訂正請求者に連絡が

つかないときは、訂正をしない旨の決定を行う。 

⑶ 既に開示の決定を受けていることの確認 

訂正請求のできる自己の保有個人情報は、既に条例による開示決定を受けていることが必要で
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ある。また、条例以外の他の法令によって保有個人情報の開示を受けている場合は、訂正請求がで

きることに注意する。 

訂正請求者が持参する開示決定の通知書（写しを含む。）、主務課に残っている開示決定原議等に

よって、既に開示決定を受けており、開示を受けた日から 90日以内であるか否かを確認する。当

該保有個人情報について条例又は他の法令の規定による開示決定を受けずに何らかの方法により

入手した場合においては、当該請求者に対し、当該保有個人情報について開示請求をし、開示決定

を受けてから訂正請求するよう求める。 

なお、開示請求手続を経ることなく行われた訂正請求及び不開示決定を受けた場合その他の理

由により開示決定を受けていない場合は、訂正をしない旨の決定を行う。 

⑷ 保有個人情報の特定 

訂正請求の対象は、条例又は他の法令の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情

報である。 

訂正請求書に「保有個人情報の開示を受けた日」が記載されている場合は、この記載を基に、関

係書類等と照合することにより訂正請求に係る保有個人情報を特定する。 

訂正請求者が開示を受けた日を失念している場合は、訂正を求める保有個人情報を識別するこ

とができる程度に、開示請求や開示決定等のおおよその時期、開示を受けた保有個人情報の内容等

を訂正請求書に記載するよう訂正請求者に対して補正を求めるものとする。 

なお、訂正を求める保有個人情報を特定することができる場合であっても、それが条例又は他の

法令の規定による開示決定を受けたものでない場合には、訂正請求の対象とならない点に注意す

る。 

⑸ 訂正請求書の記載についての留意事項 

ア 同一人から複数の訂正請求があった場合は、「訂正請求の趣旨及び理由」欄に記載することが

できる範囲で、１通の訂正請求書により受け付けることができるものであること。 

イ 「請求者」欄には、記名のほか押印は要しないものであること。 

⑹ 訂正請求書の記載事項の確認 

ア 「請求者」欄には、訂正請求者の住所又は居所及び氏名は、訂正請求者を特定し、決定通知書

の送付先を特定するために正確に記載してあること。また、代理人による請求の場合は、代理人

の住所又は居所及び氏名が記載してあること。 

当該代理人が法人であるときは、その名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地及びその

代表者の氏名が記載してあること。 

イ 「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」欄は、訂正請求の対象となる自己の保有個人

情報を特定するためであり、また訂正請求の要件である既に開示決定を受けていることを確認

するための欄であるから、開示決定を受けたときの文書番号、日付（決定年月日）、保有個人情

報の名称等が具体的に記載してあること。 

ウ 「訂正請求の趣旨及び理由」欄は、訂正請求する趣旨及び理由が具体的に分かるように記載し

てあること。 

（ア）趣旨 

どのような訂正を求めるかについて簡潔に記載してあること。 

開示を受けた保有個人情報のうち、どの部分について、どのような内容の訂正（追加又は削

除を含む。）を求めるのかが明確となっているか確認する。単に、「○○を訂正せよ。」という

記載では、訂正の具体的な内容が明確でないことから、補正を求めること。 

（記載例） 

○○文書に記載されている△△という私の個人情報は、□□の誤りであるので、訂正を求

める。 

（イ）理由 

訂正請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載してあること。 

訂正請求の理由の記載については、当該訂正請求に関する事実確認のための調査等を行う

際に重要な判断材料となり得ると考えられることから、明確かつ具体的であることが必要で

ある。これらの記載が不十分な場合、訂正請求者に対して補正を求めること。 

エ 「本人確認等」欄への記載方法は、保有個人情報の開示請求があった場合と同様である。 

⑺ 訂正請求書の補正 
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訂正請求書の必要事項の記載に漏れがある場合（不鮮明な記載又は意味不明な記載を含む。）や

訂正を求める内容の特定ができない場合には、その場で補正を求める。その場で補正することがで

きない場合は、相当の期間を定めて訂正請求者に補正を求めるものとする。訂正請求者が当該期間

内に補正に応じないとき又は訂正請求者に連絡がつかないときは、訂正をしない旨の決定を行う。 

⑻ 電話又は口頭による請求 

条例第 32条第１項は訂正請求書を提出することを定めているので、電話又は口頭による訂正請

求は、認めないものである。 

⑼ ファクシミリ又は電子メールによる訂正請求 

ファクシミリ又は電子メールによる開示請求については、本人又は本人の代理人からの請求で

あることの確認手段が確立していないことから、認めないものである。 

３ 送付による訂正請求書の受付 

郵便等により訂正請求があった場合は、１及び２に準じて受け付けることができるものとするが、

本人又は代理人からの請求であること及び送付を選んだ理由について慎重に確認すること。 

本人又は代理人であることの確認に当たっては、開示請求を受け付けるときと同様の方法で行う

こと。 

受付日は、当該訂正請求書が窓口等に到達した日とする。 

なお、当該訂正請求書に不備がある場合、本人又は代理人からの請求であることの確認ができない

場合など形式要件の確認ができない場合は、相当の期間を定めて訂正請求者に補正を求めるものと

する。 

４ 訂正請求書を受け付けた場合の説明等 

訂正請求書を受け付けた場合は、訂正請求書に受付年月日及び受け付けた窓口又は主務課名を記

載（収受印の押印で代えることができる。）した後に訂正請求書の写しを作成し、当該訂正請求書の

写しを訂正請求者に交付するとともに、次の事項について説明するものとする。 

⑴ 訂正請求書を受け付けた日の翌日から起算して 30日以内に訂正請求に係る保有個人情報を訂正

する旨又は訂正しない旨の決定（以下「訂正決定等」という。）を行う。 

また、その旨の通知に１日から２日程度を要すること。自己の保有個人情報の訂正は、受付と同

時には実施しないこと。やむを得ない理由があるときは、30日の期間を 60日を超えない範囲で延

長することがあり、その場合は、その旨を訂正請求者に対し通知すること。 

⑵ 自己の保有個人情報の訂正の可否の決定は、保有個人情報訂正決定通知書（規程別記第 15号様

式）又は保有個人情報不訂正決定通知書（規程別記第 16号様式）により通知すること。 

５ 受付後の訂正請求書の取扱い 

受け付けた訂正請求書の取扱いについては、保有個人情報の開示請求があった場合と同様とする。 

６ 訂正決定等の事務 

⑴ 訂正を求める保有個人情報の内容の検討 

ア 東京都議会議会局文書管理規程に定める手続に基づき、訂正請求書に収受印を押印するとと

もに、文書総合管理システムに文書管理事項を登録する。 

イ 訂正請求に係る保有個人情報について、訂正に応ずることの可否を検討し、また、必要に応じ

て関係部署に協議する。 

⑵ 決定期間の延長 

訂正請求があった日から 30日以内に訂正決定等をすることができないときは、訂正請求があっ

た日から 30日以内に当該期間を延長する旨の決定をし、訂正請求者に対し、速やかに訂正決定等

期限延長通知書（規程別記第 17 号様式）によりその旨を通知する。なお、延長後の決定期間は、

事務処理上必要な限度で適正な期間を設定する。また、「延長の理由」欄には、延長する理由をで

きるだけ具体的に記載するものとする。 

⑶ 協議 

訂正決定等をするに当たっては、保有個人情報の開示請求があった場合と同様に協議を行うも

のとする。 

⑷ 他の制度との調整等により条例を適用しない保有個人情報の取扱い 

訂正請求に係る保有個人情報が条例第 29 条又は第 52 条に該当するため、条例を適用しない保

有個人情報である場合は、訂正をしない旨の決定を行う。 

⑸ 保有個人情報訂正決定通知書の記載要領 
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訂正決定の通知書を作成する場合は、次のように取り扱うものとする。 

ア 「訂正請求に係る保有個人情報の名称等」欄 

請求に係る保有個人情報について開示決定をした際の文書番号、決定年月日、件名、保有個

人情報の内容等を記載すること。 

（記載例） 

○○第  号○○年○月○日決定 

○○に係る保有個人情報の開示請求 

○○台帳に記載された○○○○の保有個人情報 

この場合、１通の保有個人情報訂正決定通知書、保有個人情報不訂正決定通知書に複数の請求

に係る保有個人情報の内容を記載することができること。 

イ 「訂正請求の趣旨」欄 

訂正請求書の趣旨欄に記載している内容を記載すること。 

ウ 「訂正決定をする内容及び理由」欄 

（ア）訂正内容 

（記載例） 

・△△子を〇〇子に訂正する。 

・年間所得 150万円は、年間所得 100万円と訂正する。 

（イ）訂正理由 

利用停止請求者が明確に認識することができるよう、可能な限り具体的に記載すること。 

（記載例） 

訂正請求のあった、扶養親族の訂正については、調査の結果、△△子と記載があった部分

について、○○子であると認められるため 

エ 請求内容の一部について訂正を実施する場合 

訂正請求に基づき、当該請求内容の一部について訂正を実施することを決定した場合（例え

ば、訂正請求書には 10か所の訂正が記載されているが、訂正の決定はこのうちの 5か所だけと

した場合等）には、訂正決定を行った上、訂正決定通知書に不訂正とした部分及びその理由を記

載する。 

⑹ 保有個人情報不訂正決定通知書の記載要領 

ア 「訂正請求に係る保有個人情報の名称等」欄 

上記⑸アと同じ。 

イ 「訂正をしないこととした理由」欄 

訂正をしないこととした理由欄は、当該決定を不服として審査請求又は訴訟の提起により救

済を求めるための便宜を図るものであるため、具体的かつ簡潔に記載する。 

（記載例） 

訂正請求のあった、扶養親族の訂正については、調査の結果、□□子、○○子のいずれにつ

いても、扶養親族と認められないので、現記載を訂正しない。 

⑺ 訂正決定等の通知書の送付 

訂正決定等の通知書の送付については、保有個人情報の開示請求があった場合と同様とする。 

 

第５ 自己の保有個人情報の利用停止事務 

１ 案内 

⑴ 請求の内容の特定 

利用停止請求を行いたい旨の照会があった場合は、どのような自己の保有個人情報を利用停止

したいのか確認し、利用停止請求の手続を説明する。その際、当該内容が、利用停止請求として対

応すべきものであるかを判断し、適切な対応に努めるものとする。 

また、利用停止請求をするためには、当該保有個人情報について、条例又は他の法令の規定によ

る開示決定（一部開示の決定を含む。）を受けていることが必要であるので、その旨を説明する。 

⑵ 条例第 38条第１項ただし書についての確認 

他の法令等に個人情報の利用停止に関し規定されている場合には、その定めるところによるの

で、これに該当する保有個人情報であるかどうかを確認するものとする。 

なお、これに該当する場合は、その旨を説明する等適切に対応するものとする。 
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２ 窓口等における利用停止請求書の受付 

条例第 38条の規定に基づく利用停止請求を受け付ける場合は、以下に留意する。 

⑴ 形式要件の確認 

利用停止請求者が保有個人情報の本人又は代理人であること、当該保有個人情報について当該

利用停止請求者が条例又は他の法令の規定による開示決定を受けていること、及び提出された利

用停止請求書について必要事項が記載されていることを確認する。 

⑵ 保有個人情報の本人又は代理人であることの確認 

保有個人情報の本人又は代理人であることの確認は、利用停止請求においても、開示請求を受け

付けるときと同様の方法で行うものである。 

利用停止請求者が上記書類を提出又は提示せず、請求に係る保有個人情報の本人又は代理人で

あることが確認できない場合は、補正として、相当の期間を定めて利用停止請求者に上記書類の提

出又は提示を求めるものとする。利用停止請求者が当該期間内に補正に応じないとき又は利用停

止請求者に連絡がつかないときは、利用停止をしない旨の決定を行う。 

⑶ 既に開示の決定を受けていることの確認 

利用停止請求のできる自己の保有個人情報は、既に条例による開示決定を受けていることが必

要である。また、条例以外の他の法令によって保有個人情報の開示を受けている場合は、利用停止

請求ができることに注意する。 

利用停止請求者が持参する開示決定の通知書（写しを含む。）、主務課に残っている開示決定原議

等によって、既に開示決定を受けており、開示を受けた日から 90日以内であるか否かを確認する。

利用停止請求者が、当該保有個人情報について条例又は他の法令の規定による開示決定を受けず

に何らかの方法により入手した場合においては、当該保有個人情報について開示請求をし、開示決

定を受けてから利用停止請求するよう求める。なお、開示請求手続を経ることなく行われた利用停

止請求及び不開示決定を受けた場合その他の理由により開示決定を受けていない場合は、利用停

止をしない旨の決定を行う。 

⑷ 保有個人情報の特定 

利用停止請求の対象は、条例又は他の法令の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個

人情報である。 

利用停止請求書に「保有個人情報の開示を受けた日」が記載されている場合は、この記載を基に、

関係書類等と照合することにより利用停止請求に係る保有個人情報を特定する。 

利用停止請求者が開示を受けた日を失念している場合は、利用停止を求める保有個人情報を識

別することができる程度に、開示請求や開示決定等のおおよその時期、開示を受けた保有個人情報

の内容等を利用停止請求書に記載するよう利用停止請求者に対して補正を求めるものとする。 

なお、利用停止を求める保有個人情報を特定することができる場合であっても、それが条例又は

他の法令の規定による開示決定を受けたものでない場合には、利用停止請求の対象とならない点

に注意する。 

⑸ 利用停止請求書の記載についての留意事項 

ア 「利用停止請求の趣旨及び理由」欄 

条例第 38条第１項第１号の「利用の停止」とは、その保有個人情報の利用を止めることであ

り、一部停止を含む。 

条例第 38条第１項第１号の「消去」とは、公文書からその保有個人情報の全部又は一部を消

すこと又は保有個人情報が記録された公文書自体を廃棄すること等である。 

条例第 38条第１項第２号の「提供の停止」とは、その後の提供することを止めることである。 

イ 「請求者」欄には、記名のほか押印は要しないものであること。 

⑹ 利用停止請求書の記載事項の確認 

ア 「請求者」欄には、利用停止請求者の住所又は居所及び氏名は、利用停止請求者を特定し、決

定通知書の送付先を特定するために正確に記載してあること。また、代理人による請求の場合

は、代理人の住所又は居所及び氏名が記載してあること。 

当該法定代理人が法人であるときは、その名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地及び

その代表者の氏名が記載してあること。 

イ 「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」欄は、利用停止請求の対象となる自己の保有

個人情報を特定するためのものであり、また利用停止請求の要件である既に開示決定を受けて
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いることを確認するための欄であるから、開示決定を受けたときの文書番号、日付（決定年月

日）、保有個人情報の名称等が具体的に記載してあること。 

ウ 「利用停止請求の趣旨及び理由」欄には、利用停止請求する趣旨及び理由が具体的に分かるよ

うに記載してあること。 

（ア）趣旨 

「利用停止請求の趣旨」は、「条例第 38条第１項第 1号に該当」、「条例第 38条第１項第 2

号に該当」のいずれか該当する□にレ点を記載してあること。 

a 「条例第 38 条第１項第 1号に該当」には、条例第 4 条第 2 項の規定（個人情報の保有制

限）に違反して保有されているとき、条例第 6条の規定（不適正な利用の禁止）に違反して

取り扱われているとき、条例第 7条の規定（適正取得）に違反して取得されたものであると

き又は条例第 12条第 1項及び第 2項の規定（目的外利用制限）に違反して利用されている

ときと考えるときに、□にレ点を記載してあること。また、「利用の停止」又は「消去」の

いずれかにレ点を記載してあること。 

b 「条例第 38条第１項第 2号に該当」には、条例第 12条第 1項及び第 2項の規定（目的外

提供制限）に違反して他の行政機関等に提供されていると考えるときに、□にレ点を記載し

てあること。 

（イ）理由 

「利用停止請求の理由」は、利用停止請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載し

てあること。利用停止請求の内容を裏付ける根拠として、都議会の請求に係る個人情報の取

扱いが法令等に違反して収集、保有又は利用若しくは提供していると認められる具体的な

理由が記載してあること。 

（記載例） 

○○文書に記載されている△△という私の保有個人情報は、○○法○○条に違反して

□□されたので、利用停止（消去、提供の停止）を求める。 

エ 「本人確認等」欄への記載方法は、保有個人情報の開示請求があった場合と同様である。 

⑺ 利用停止請求書の補正 

利用停止請求書の必要事項の記載に漏れがある場合（不鮮明な記載又は意味不明な記載を含む。）

や利用停止を求める内容の特定ができない場合には、その場で補正を求める。その場で補正するこ

とができない場合は、相当の期間を定めて利用停止請求者に補正を求めるものとする。利用停止請

求者が当該期間内に補正に応じないとき又は利用停止請求者に連絡がつかないときは、利用停止

をしない旨の決定を行う。 

⑻ 電話又は口頭による請求 

条例第 39条第１項は利用停止請求書を提出することを定めているので、電話又は口頭による利

用停止請求は、認めないものである。 

⑼ ファクシミリ又は電子メールによる利用停止請求 

ファクシミリ又は電子メールによる開示請求については、本人又は本人の代理人からの請求で

あることの確認手段が確立していないことから、認めないものである。 

３ 送付による利用停止請求書の受付 

郵便等により利用停止請求があった場合は、１及び２に準じて受け付けることができるものとす

るが、本人又は代理人からの請求であること及び送付を選んだ理由について慎重に確認すること。 

本人又は代理人であることの確認に当たっては、開示請求を受け付けるときと同様の方法で行う

こと。 

受付日は、当該利用停止請求書が窓口等に到達した日とする。 

なお、当該利用停止請求書に不備がある場合、本人又は代理人からの請求であることの確認ができ

ない場合など形式要件の確認ができない場合は、相当の期間を定めて利用停止請求者に補正を求め

るものとする。 

４ 利用停止請求書を受け付けた場合の説明等 

利用停止請求書を受け付けた場合は、利用停止請求書に受付年月日及び受け付けた窓口又は主務

課名を記載（収受印の押印で代えることができる。）した後に利用停止請求書の写しを作成し、当該

利用停止請求書の写しを利用停止請求者に交付するとともに、次の事項について説明するものとす

る。 
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⑴ 利用停止請求書を受け付けた日の翌日から起算して 30日以内に利用停止請求に係る保有個人情

報を利用停止する旨又は利用停止しない旨の決定（以下「利用停止決定等」という。）を行う。 

また、その旨の通知に１日から２日程度を要すること。自己の保有個人情報の利用停止は、受付

と同時には実施しないこと。やむを得ない理由があるときは、30日の期間を 60日を超えない範囲

で延長することがあり、その場合は、その旨を利用停止請求者に対し通知すること。 

⑵ 自己の保有個人情報の利用停止の可否の決定は、保有個人情報利用停止決定通知書（規程別記第

21号様式）又は保有個人情報利用不停止決定通知書（規程別記第 22号様式）により通知すること。 

５ 受付後の利用停止請求書の取扱い 

受け付けた利用停止請求書の取扱いについては、保有個人情報の開示請求があった場合と同様と

する。 

６ 利用停止決定等の事務 

⑴ 利用停止を求める保有個人情報の内容の検討 

ア 東京都議会議会局文書管理規程に定める手続に基づき、利用停止請求書に収受印を押印する

とともに、文書総合管理システムに文書管理事項を登録する。 

イ 利用停止請求に係る保有個人情報について、利用停止に応ずることの可否を検討し、また、必

要に応じて関係部署に協議する。 

⑵ 決定期間の延長 

利用停止請求があった日から 30日以内に利用停止決定等をすることができないときは、利用停

止請求があった日から 30日以内に当該期間を延長する旨の決定をし、利用停止請求者に対し、速

やかに利用停止決定等期限延長通知書（規程別記第 23号様式）によりその旨を通知する。 

なお、延長後の決定期間は、事務処理上必要な限度で適正な期間を設定する。 

また、「延長の理由」欄には、延長する理由をできるだけ具体的に記載するものとする。 

⑶ 協議 

利用停止決定等をするに当たっては、保有個人情報の開示請求があった場合と同様に協議を行

うものとする。 

⑷ 他の制度との調整等により条例を適用しない個人情報の取扱い 

利用停止請求に係る保有個人情報が条例第 29条又は第 52条に該当するため、条例を適用しな

い場合は、利用停止をしない旨の決定を行う。 

⑸ 保有個人情報利用停止決定通知書の記載要領 

利用停止決定の通知書を作成する場合は、次のように取り扱うものとする。 

ア 「利用停止請求に係る保有個人情報の名称等」欄 

請求に係る保有個人情報について開示決定をした際の文書番号、決定年月日、件名、保有個

人情報の内容等を記載すること。 

（記載例） 

○○第  号○○年○月○日決定 

○○に係る保有個人情報の開示請求 

○○台帳に記載された○○○○の保有個人情報 

この場合、１通の利用停止決定通知書、利用不停止決定通知書に複数の請求に係る保有個人

情報の内容を記載することができること。 

イ 「利用停止請求の趣旨」欄 

利用停止請求書の趣旨欄に記載している内容を記載すること。 

ウ 「利用停止決定をする内容及び理由」欄 

（ア）利用停止決定の内容 

利用停止請求のうち全部又は一部のみを利用停止する場合に、どのように対応（利用の停

止、消去、提供の停止）したのかを記載する。 

（イ）利用停止決定の理由 

利用停止請求者が明確に認識することができるよう、可能な限り具体的に記載すること。 

エ 利用停止決定をする場合の留意事項 

保有個人情報の消去を求めているが利用の停止を決定する場合等のように、当該利用停止請

求を受けて請求の趣旨どおりの利用停止決定を行わないが請求に理由があると認めて何らかの

利用停止を行う場合においても、利用停止決定を行うこととする。この場合、利用停止決定通知
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書に、利用停止をしないこととした部分及びその理由、利用停止請求の趣旨と異なる利用停止を

行うことを決定した理由等について記載すること。 

⑹ 保有個人情報利用不停止決定通知書の記載要領 

ア 「利用停止請求に係る保有個人情報の名称等」欄 

上記⑸アと同じ。 

イ 「利用停止をしないこととした理由」欄 

利用停止をしないこととした理由欄は、当該決定を不服として審査請求又は訴訟の提起によ

り救済を求めるための便宜を図るものである。また、利用停止請求の内容を変更して再度利用停

止請求を行うなどの対応を採る場合にその便宜を図るものでもあるため、該当する不利用停止

理由は全て提示し、具体的かつ簡潔に記載する。 

⑺ 利用停止決定等の通知書の送付 

利用停止決定等の通知書の送付については、保有個人情報の開示請求があった場合と同様とす

る。 

 

第６ 第三者に関する情報の取扱い 

１ 第三者意見の聴取 

⑴ 任意的意見聴取（条例第 27条第１項関係） 

開示請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれている 場合であって、当該情報

が条例第 20条に規定する不開示情報に該当するか否かを判断するに当たって当該第三者の意見を

聞く必要があると認められる場合には、より的確な開示決定等を行うため、条例第 27条第１項に

より当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。 

⑵ 必要的意見聴取（条例第 27条第２項関係） 

開示請求に係る保有個人情報に含まれる第三者に関する情報を開示すると当該第三者の権利利

益を侵害するおそれがあるにもかかわらず、人の生命、健康等を保護するために、条例第 27条第

２項第１号及び第２号の規定に基づき当該情報を開示しようとするときは、当該第三者に対して、

意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在の把握について合理的

な努力を行ったにもかかわらず、所在が判明しない場合には、この限りでない。 

⑶ その他 

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人については、条例第 27条の「第三者」

に含まれていないため、開示請求に係る保有個人情報にこれらの情報が含まれている場合であっ

ても、同条の意見聴取手続の対象とはならない。 

しかしながら、開示・不開示の判断を行うに当たって必要と判断する場合には、開示・不開示の

判断を行うための調査の一環として、適宜、関係する国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方

独立行政法人に対して意見の照会や事実関係の確認を行うものとする。 

２ 意見聴取の手続 

必要的意見聴取については、当該第三者に対し、所定の事項を書面（規程別記第 10号様式）によ

り通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。意見書の様式（規程別記第 11 号様式）

は、通知書に同封する。 

なお、任意的意見聴取については、意見照会を行ったことを明確にしておく観点から、書面（規程

別記第９号様式）により行うものとする。 

３ 意見書の提出期限 

開示請求があった日から 30日以内に開示決定等を行わなければならないことから、提出期限を設

定するに当たっては、意見書提出の機会を与えられた第三者が、開示請求に係る保有個人情報が開示

された場合に自己の権利利益が侵害されないかについて判断するために必要な時間的余裕を確保で

きるよう配慮する。 

提出期限として 1 週間程度の期間を確保することが考えられるが、意見書の提出を短期間に行う

ことができないことについて合理的な理由があり、そのために必要な提出期限を設定することによ

り、結果として 30日以内に開示決定等を行うことができないこととなる場合には、条例第 25条第 2

項の規定に基づき期限の延長を行う。 

４ 反対意見書を提出した第三者への通知（条例第 27条第３項関係） 

意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示し
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た意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間

に少なくとも２週間を置かなければならず、開示決定後直ちに当該第三者に対して開示決定をした

旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面（規程別記第 12号様式）により通知しなければなら

ない。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


